
●
子
ど
も
の
権
利
へ
の
思
い
は
？

　
現
在
、虐
待
、い
じ
め
、不
登
校
、

自
死
な
ど
に
つ
い
て
は
、
悪
化
あ

る
い
は
高
止
ま
り
の
状
況
に
あ
り

ま
す
。
行
政
や
学
校
、
市
民
団
体

な
ど
に
よ
る
子
ど
も
に
関
す
る
取

り
組
み
は
さ
ま
ざ
ま
あ
り
ま
す
が
、

そ
れ
ら
を
「
子
ど
も
の
権
利
」
と

い
う
レ
ン
ズ
で
見
直
し
て
い
く
こ

と
が
今
の
子
ど
も
た
ち
の
ウ
ェ
ル

ビ
ー
イ
ン
グ
を
促
進
し
、
次
代
の

基
盤
を
つ
く
る
こ
と
に
つ
な
が
る

と
思
っ
て
い
ま
す
。

●
委
員
会
へ
の
意
気
込
み
を
！

　
今
年
１
年
間
は
ま
ず
条
例
の
基

礎
固
め
を
行
う
期
間
と
な
り
ま
す
。

な
ぜ
条
例
が
必
要
な
の
か
、
ア
ン

ケ
ー
ト
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど

を
通
じ
て
集
め
ら
れ
た
子
ど
も
た

ち
の
声
・
現
状
を
き
ち
ん
と
記
録
・

共
有
し
て
い
き
ま
す
。
大
人
と
し

て
、
時
に
聞
き
た
く
な
い
よ
う
な

こ
と
で
あ
っ
て
も
、
委
員
の
皆
さ

ん
と
と
も
に
一
つ
一
つ
丁
寧
に
耳

を
傾
け
て
い
き
た
い
で
す
。

●
子
ど
も
の
権
利
へ
の
思
い
は
？

　
全
て
の
子
ど
も
は
、
か
け
が
え

の
な
い
存
在
と
し
て
、ま
た
、一
人

の
人
間
と
し
て
、
そ
の
権
利
が
尊

重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
私
た
ち
大
人
が
子
ど
も
の
権
利

を
再
認
識
し
、子
ど
も
た
ち
が
、学

校
や
家
庭
、地
域
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る

場
面
で
、健
康
で
安
全
な
環
境
の
も

と
、安
心
し
て
、未
来
に
向
け
て
成

長
で
き
る
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る

こ
と
が
大
切
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

●
委
員
会
へ
の
意
気
込
み
を
！

　
委
員
会
に
は
、
子
ど
も
に
関
連

す
る
経
験
を
お
持
ち
の
委
員
が
多

く
参
加
さ
れ
て
い
ま
す
。
多
様
な

視
点
で
活
発
に
議
論
す
る
こ
と
を

楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
子
ど
も
の
権
利
を
守
る

た
め
に
は
、
関
係
機
関
の
連
携
や
、

条
例
を
実
現
す
る
仕
組
み
作
り
が

重
要
で
す
。
先
行
事
例
に
つ
い
て

情
報
共
有
し
な
が
ら
、
そ
の
あ
り

方
に
つ
い
て
も
議
論
で
き
れ
ば
と

考
え
て
い
ま
す
。

委員長　岡
お か

島
じ ま

 克
か つ

樹
き

さん
（大阪大谷大学教授）

副委員長　藤
ふ じ

井
い

 睦
む つ

子
こ

さん
（大阪教育大学理事・副学長）

今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

　
本
市
で
は
、「
富
田
林
市
子
ど

も
の
権
利
条
例
」
を
制
定
す
る

た
め
、
子
ど
も
た
ち
自
身
を
含

め
た
多
く
の
人
に
参
加
・
協
力

い
た
だ
き
な
が
ら
、さ
ま
ざ
ま
な

取
り
組
み
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

●
子
ど
も
ア
ン
ケ
ー
ト

（
９
月
下
旬
～
10
月
）

小
学
生
か
ら
高
校
生
を
対
象
に
し

た
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
ま
す
。

●
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト

（
10
月
中
旬
～
10
月
下
旬
）

18
歳
以
上
の
市
民
を
対
象
に
し

た
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
ま
す
。

●
子
ど
も
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

（
参
加
者
募
集
＝
10
月
、開
催
＝

10
月
～
12
月
）

小
学
生
か
ら
高
校
生
を
対
象
に
、

た
く
さ
ん
の
子
ど
も
た
ち
か
ら
意

見
を
お
聴
き
す
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
を
複
数
回
実
施
し
ま
す
。

委
員
会
開
催
日
程
（
予
定
）

第
３
回　
10
月
ご
ろ

第
４
回　
12
月
ご
ろ

第
５
回　
令
和
７
年
２
月
ご
ろ

※
次
回
の
会
議
予
定
や
傍
聴
に
つ

い
て
は
、右
図
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問問こども政策課（内線 291）こども政策課（内線 291）

こどもの権利に関する条例検討委員会こどもの権利に関する条例検討委員会
委員長・副委員長のあいさつ委員長・副委員長のあいさつ
　本市では、普段から子どもに関わる多様な委員が
集まり、本市の子どもの権利条例制定に向けて話し
合いを行う、「こどもの権利に関する条例検討委員会」
を令和６年６月から開催しています。
　今回は本委員会の委員長に就任された岡島さん、
副委員長に選任された藤井さんにお話を伺いました。
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Q．子どもの権利条約の４つの原則って？
A．子どもの権利条約の基本的な考え方は、次の４つで表されます。それぞれ、条文に書かれている権利である
とともに、あらゆる子どもの権利の実現を考える時に、併せて考えることが大切な「原則」であるとされています。

子どもの権利を知ろう

子どもの最善の利益（第３条）
子どもに関することが決めら
れ、行われる時は、「その子
どもにとって最もよいことは
何か」を第一に考えます。

子どもの意見の尊重（第12条）
子どもは自分に関係のある事柄につ
いて自由に意見を表すことができ、お
となはその意見を子どもの発達に応
じて十分に考慮します。

生命、生存及び発達に対する権利（第６条）
すべての子どもの命が守られ、もって
生まれた能力を十分に伸ばして成長で
きるよう、医療、教育、生活への支援
などを受けることが保障されます。

差別の禁止（第２条）
すべての子どもは、子ども自身や
親の人種や国籍、性、意見、障がい、
経済状況などどんな理由でも差別
されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。

富田林市中学校生徒会サミットを開催！
　７月16日、市議会議場で、中学校生徒会サミッ
トが開催されました。
　これは、毎年市内の市立中学校と府立富田林中学
校の全９校の生徒会が集まり、今年度取り組んでい
る活動内容の報告と生徒会同士の交流を深めるため
に実施されているものです。令和４年度からは、生
徒たちがより臨場感のある議論をできるようにと、
市議会議場で開催しています。
　今年度は各学校の活動報告と、「子どもの権利条
約で自分たちが大切にしたい項目」についての発表
をしました。各学校の発表後には、９つのグループ
に分かれて意見を出し合い、一人一人が真剣に「子

どもの権利条約」について考え、グループ協議に取
り組みました。

　
　参加した生徒たちは、初めて入る市議会議場に緊
張した様子でしたが、他中学校の生徒の発表を聞い
たり、グループ協議で交流を深めたりしながら、そ
れぞれが自分の意見をしっかりと出し合い、活発に
議論していました。

問教育指導室（内線 368）

子どもの権利条約とは・・・
1989年に国連総会で採択された、世界中すべての子
どもたちがもつ人権（権利）を定めた条約のことです。
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